
緊急雇用創出のための県単独事業（土木部）について 

 

県では単独予算で緊急的に雇用を創出するための事業を実施しますが、土木部と

しては、別紙の雇用計画の通り事業を実施することとしています。 

 

・期   間：本年3月まで 

・業務の内容：紙台帳のスキャニング及びデータ入力 

道路・河川・砂防施設内の除草作業やゴミ拾い 

・実施方法：各地方機関の入札によって企業が決定し、落札した企業がハローワ

ークへ求人を申し込みます。 

・雇用計画：長崎県緊急雇用創出事業 雇用計画（平成２１年１月２２日現在） 

 

県の入札及び企業から求人が出るまでの間、別紙の雇用計画でお知らせしますが、

求職希望の方はハローワークの求人票を確認して、ハローワークの紹介を受けてく

さい。 

  

各勤務地区ごとの業務内容や雇用予定期間等の詳細については、各募集機関にお

問い合わせくさい。 

 

※雇用計画は次のページへ 

 



長崎県緊急雇用事業　雇用計画（平成２１年２月２３日現在）
長崎県　土木部

注）雇用予定期間は、変更される場合があります。
　　また、雇用先（企業）は県の入札によって決定いたします。
　　必ずハローワークの求人情報をご確認下さい。
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備 考
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諫早土木事務所
総務課
電話0957-22-0010

島原振興局内
島原市
上折橋町

県管理中尾川締切堤施設内に繁
茂している草木の伐採・除草・集積
作業

4 H21.2.16 H21.3.30
外業（軽作業）に耐えら
れること

島原振興局
河港課
電話0957-64-1332

4

外業（軽作業）に耐えら
れること

県北振興局
建設部　建設管理課
電話0956-23-4211

諫早土木管内
諫早市及び
大村市

県管理道路における草刈りやゴミ
の収集等の作業

4 H21.2.2 H21.3.25
外業（軽作業）に耐えら
れること

H21.2.2 H21.3.25

10

県北振興局管内
佐世保市及び
佐々町等

県管理道路における草刈りやゴミ
の収集等の作業

4

長崎土木事務所
管内

長崎市及び
長与町、時津
町

県管理道路における草刈りやゴミ
の収集等の作業

H21.2.2 H21.3.25
外業（軽作業）に耐えら
れること

長崎土木事務所
総務課
電話095-844-2181

H21.2.16 H21.3.20
外業（伐採除草作業）に
耐えられること

土木部建設企画課
電話095-894-3023

条 件 等 問 い 合 わ せ 先業 務 内 容

長崎市内 長崎市
紙台帳のスキャニング及びデータ
入力

H21.2.2 H21.3.30
パソコン操作（ワープ
ロ、表計算）ができるこ
と。

勤 務 地 区
所 在 地
（ 市 町 名 ）

雇用予定期間

人員数 始期 終期

長崎土木事務所
管内

長崎市及び周
辺町

県管理河川における伐採除草・集
積・積込み・運搬作業等

長崎土木事務所
河川防災課河川班
電話095-844-2181

県北振興局
管内

佐世保市及び
周辺町

県管理河川における伐採除草・集
積・積込み・運搬作業等

4 H21.2.16 H21.3.20
外業（伐採除草作業）に
耐えられること

県北振興局
河港課河川班
電話0956-23-4211

4




